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○川内博史委員 （前略） 

では次に、こういうふうにして資格をたくさんの優秀な方がお取りになるということは大変大事

なことだというふうに思うわけでございます。ただ、資格というのは取ってそれでおしまいという

ことではなくて、継続的な教育というものが、あるいは研修というものが大変重要になると思うわ

けでございます。今般の法律の改正の中で、そのあたりについても、継続的な教育とか研修につい

ては触れられているわけでございます。 

ただ、私が思うには、科学技術の進歩というのは日進月歩でございますでしょうし、一回資格を

取ったから後は研修並びに継続的な教育をするだけで十分かというと決してそうではない。こうい

う資格等についてはすべてそうだと思うのですけれども、医者も弁護士も全部そうだと思うのです

けれども、一度取ったら生涯そのままということではなくて、我々議員も選挙があるわけでござい

ます。 

これは、大変に重要な、高い倫理観を持って行動をしなければならない人間については、我々議

員は選挙ですけれども、こういう技術士なり弁護士なり、あるいはお医者さんなりは、資格をもう

一度再審査する、何年かに一度もう一回試験を受けてもらうというようなことをしなければならぬ

のではないかというふうに思うわけでございます。研修とか継続的な教育だけで、今のところはそ

こまでうるさく言わぬでも十分だというふうに思っていらっしゃるのか、その辺をちょっと御答弁

をいただきたいと思います。 

○斉藤鉄夫科学技術総括政務次官 継続教育は非常に重要である、特に日進月歩する技術の世界に

あって、社会的責任を有する技術士として、継続教育、自己研さんは非常に重要である、御指摘の

とおりだと思います。そういう意味で、今回法改正におきまして、資質向上の責務、継続教育、自

己研さんを義務づけたわけでございます。 

  御質問の趣旨は、自己研さんを実効あらしめるために再審査をぜひ設けるべきではないかとい

う御趣旨でございますが、現在、技術士と同等の世界のいろいろな資格を見ましても、実は再審査

という項目を設けているところはございません。また、ＡＰＥＣで相互承認のためのプロジェクト

を今進めているわけでございますが、その検討においても、必要事項とはされておりません。そう

いうこともございまして、継続教育についての義務についてはきちんと規定をし、またそれを実効

あらしめるために、日本技術士会等の研修、またその登録、いろいろなシステムを考えております

が、再審査というところまでは考えておりません。 

○川内委員 継続的な研修、教育によって、すばらしい人材がすばらしい人材であり続けられるよ

うに、ぜひしっかりとシステムづくりをしていただきたいというふうに思うわけでございます。（略） 

○斉藤政務次官 （前略） 

 それから、大変申しわけございません。私の先ほどの答弁、技術者資格の更新の点に関する答弁

でございますが、私ちょっと認識を誤っておりまして、世界的に見れば、技術者資格を更新してい

る国もあるそうでございます。ただし、日本におきましては、資格更新を義務づけるのではなく、

継続教育の支援体制を整備して、それによって担保しよう、このような考えでございます。前の質

問についてここで答弁させていただきまして、申しわけございません。 

○川内委員 今せっかく政務次官から御訂正をいただく答弁がございましたので、その更新してい

る国というのはどこですか。それだけちょっと加えて教えていただければ。 

○斉藤政務次官 アメリカのテキサス州のプロフェッショナルエンジニアが更新をしているそう

でございます。 
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